
第２４回（２０２３年度）島根県障がい者スポーツ大会 
「陸上」競技会 開催要項 

 
１．目 的 

 この大会は、障がいのある人が、競技を通じてスポーツの楽しさを体験するととも
に、県民の障がいへの理解を一層深め、障がい者の社会参加促進に寄与することを目
的とする。 

 
２．主 催 
   島根県 公益財団法人島根県障害者スポーツ協会 
 
３．共 催（予定） 
   松江市 
 
４．主 管（予定） 
   一般財団法人島根県陸上競技協会 松江市陸上競技協会 島根県障がい者スポー 

ツ指導者協議会 
 
５．後 援（予定 順不同） 

公益財団法人島根県スポーツ協会 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 島根 
県身体障害者団体連合会 島根県手をつなぐ育成会 島根県知的障害者福祉協 
会 一般社団法人島根県精神保健福祉会連合会 島根県精神保健福祉士会 一 
般社団法人日本精神科看護協会島根県支部 島根県特別支援学校長会 松江市 
教育委員会 松江体育協会 松江市社会福祉協議会 松江市身障者福祉協会 
松江市手をつなぐ育成会 松江市障害者スポーツ協会 

 
６．協 力（予定 順不同） 

島根県聴覚障害者情報センター ボランティアの皆さま 
 
７．期 日 

２０２３年５月１４日（日） 
  受 付９：００～９：２０ 開会式９：２５～ 競技開始 １０：１５～ 

 
８．申し込み期限 

２０２３年４月２８日（金） 
 
９．会 場 

松江市営陸上競技場 
 （松江市上乃木１０－４－１ TEL：０８５２－２１－３５００） 

 
10．その他 

上記以外の項目は、「島根県障がい者スポーツ大会全競技共通開催要項」による。 
 
――――――――――― 本件に関する送付先・問い合わせ先 ――――――――――― 
 公益財団法人島根県障害者スポーツ協会 
 〒６９０－００１１ 松江市東津田町１７４１番地３ いきいきプラザ島根５階 
 TEL：０８５２－２０－７７７０  FAX：０８５２－３２－５９８２ 
メール： info_office@spokyo.org 



第２４回（２０２３年度）島根県障がい者スポーツ大会 
「陸上」競技会 実施要項 

 
１．競技規則 

開催年度の（公財）日本パラスポーツ協会制定「全国障害者スポーツ大会競技規則」及び
同年度の（公財）日本陸上競技連盟制定「日本陸上競技連盟競技規則」、並びに本大会の申
し合わせ事項を適用する。 
 

２．参加区分 
（１）①身体障がい者は、障がい区分別、男女別、年齢区分別とする。 

②知的障がい者は、男女別、年齢区分別とする。 
③精神障がい者は、男女別、年齢区分別とする。 

（２）重複障がいの者は、主たる障がい区分で参加する。 
（３）１人２種目まで出場できる。（４×１００ｍリレーを除く） 
（４）４×１００ｍリレーは男女混合とする。参加区分は身体障がい、知的障がい、精神障 

がいの３区分のみとし、年齢区分は設けない。 
（５）走高跳については年齢区分を設けない。 

※詳細は「陸上競技種目・障がい区分表」を参照すること。なお、定める区分に該 
当しない競技に参加を希望する場合、オープン参加（記録は公式記録とならず、 
順位をつけない）を認めるが、その種目を（３）に定める参加種目数に含める。 

 
３．服装 

（１）運動に適した服装とする。 
（２）ゼッケンは主催者が交付するものを使用し、競技用服装の胸部と背部につける（走高

跳の場合は、胸背部のいずれか一方でよい）。 
 

４．練習について 
   大会当日の競技場内での練習は禁止する。ウォーミングアップ場所は競技場周辺とするが、

競技役員の指示に従って行うこと（投てき競技は危険なので禁止する）。 
 
５．招集 

（１）招集場所は、１００ｍスタート付近に設ける。 
（２）招集開始時間…競技開始４０分前 

招集完了時間…競技開始２０分前 
（３）選手は、当該種目の招集時間になったら、招集完了５分前までに招集場所に集合し係

員により点呼を受け、その場で待機する。待機中所用（トイレ等）でその場を離れる
場合は必ず係員に連絡すること。 

（４）招集完了時間に遅れた場合は、棄権したものとみなす。 
（５）リレー種目に出場するチームは、招集開始予定時刻６０分前までにオーダー用紙を記

入し、本部（競技者係）へ提出する。 
 

６．入退場 
（１）選手は、競技役員・補助員が競技場内へ誘導する。ただし、介助者が選手に付き添わ

なければならない場合は、その旨を役員へ申し出ること。 
（２）競技が終了した選手は、競技場出口まで誘導するので、各チームの代表者の責任にお

いて、各チーム控え場所まで引率すること。 
 

７．競技方法 
（１）全ての競技種目は、各組ごとの決勝とする。 
（２）走路及び試技順は、プログラム記載の順序とする。 



（３）競技の際に使用する靴は、日本陸上競技連盟競技規則の定めるところにより、下記の
とおりとする。また、裸足はケガの予防上認めない。 
・ソールの最大厚さは２０ｍｍ以内（１５００ｍ走は２５ｍｍ以内） 
・スパイクのピンの長さは９ｍｍ以下、走高跳、ソフトボール投げ及びジャベリッ 
クスローは１２ｍｍ以下 

（４）車いすは全国障害者スポーツ大会競技規則に定められたものを使用する。 
 
【競走競技】 
（１）スタートについては次のとおりとする。 

①５０ｍについてはスタンディングスタートのみとする。またその場合、スターティ
ング・ブロックを使用することはできない。 

②１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ（４×１００ｍリレーを含む）においてはクラウチ
ング・スタートをしなくてもよい。ただしスターティング・ブロックを使用するこ
とはできない。 

③スタートライン及びその前方のグラウンドに、手や足が触れてはならない。車椅子
は身体の一部とし、その接地面がスタートラインや左側のラインに触れてはならな
い。 
④４００ｍまでの競走においての指示は「オン・ユア・マークス」「セット」の言葉を 
用いる。 

➄４００ｍを超える競走においては「オン・ユア・マークス」の言葉を用いる。 
（２）フライングをした場合は注意とする。 
（３）セパレート・レーンで行う競技種目は、４００ｍ（タイム申告含む）までの競走およ 

び４×１００ｍリレーとし、８００ｍ以上はオープン・レーンとする。 
（４）セパレート・レーンにおいて、内側のレーンに入った場合は最下位とする。ただし、 

直線においては競技者を妨害しない限り降着・失格としない。 
（５）セパレート・レーンで行う車椅子の走路の幅は、１レーン分とする。 
（６）視覚障がい者で競走競技に出場する競技者は、伴走者をつけることができる。ただし、 

障がい区分２４の５０ｍは音源使用のみとし、次のように行う。 
①８レーン分の幅を使用して行う。 
②１名ずつによるタイムレースとする。 

（７）タイム申告競技は、次のとおり行う。 
   ①あらかじめ申告したタイムにどれだけ近い記録を出せるかを競う。 
   ②計測方法は下記のとおりとする。 

ａ．自己申告（±１０分の１）したタイムに最も近い者から上位とする。 
ｂ．競技計時は１００分の１（同タイムの際の着順決定のため）とする。 

（８）５０ｍ競走で使用する車椅子は日常生活用とする。 
（９）車椅子で１００ｍ以上の競走競技に出場する競技者は、ヘルメットを着用して競技し 

なければならない。 
  （10）車椅子で８００ｍ以上の競走競技に出場する競技者は、競技用車椅子（レーサー）を

使用しなければならない。 
 
【スラローム競技】 
（１）スラロームは次のとおりとする。 
   ①旗門の幅は１.２７ｍ～１.３ｍ、距離は３０ｍとする。 
   ②競技は原則として２人の競走とし、所要時間によって順位を決定する。 
    ※走路は２および６レーン、または３および７レーンを使用する。 
   ③旗門の構造は次のとおりとする。 
    ａ．材料は樹脂または適当なもので、転倒させるために最上部に 

２００ｇ以上の力が必要な円筒 
ｂ．製造誤差３ｍｍ以内 

φ100 

400 



ｃ．前進用は白色、後進用は赤色 
     ④白色の旗門は前進、赤色の旗門は後進によって通過しなければならない。 

⑤スタートラインより６ｍ地点の前進周回旗門と１８ｍ地点の後進周回旗門の通過 
方法は、次のとおりとする。 
・１本目の旗門を右回り（左回り）で１周した後、２本目の旗門を左回り（右回り）

で１周し通過すること。 
⑥旗門を倒した場合は、１本につき所要時間に５秒を加算する。ただし、倒した旗門
に再び触れた場合は違反としない。 
⑦通過の方法を間違えたままフィニッシュした場合は失格とする。ただし、フィニッ
シュラインに到達するまでならばやり直すことができる。その場合の反則や所要時
間は全ての所要時間に含まれる。 
⑧スタートとフィニッシュは競走競技と同様に扱う。 
⑨計時は手動とする。 

 
【跳躍競技】 
（１）走高跳を除き、各競技者は３回までの試技ができることとし、練習は２回とする。 
（２）視覚部門の走高跳は、助走してもしなくてもよいが、片足で踏み切らなければならな

い。 
（３）立幅跳の踏み切りは、両足同時に踏み切るものとする。 
（４）踏切線と砂場の距離は次のとおりとし、走幅跳の競技者は申し込み時にどちらの踏切

線を使うかを申し出なければならない。ただし、視覚部門の走幅跳は１ｍのみとする。 
   ①立幅跳 ０.３ｍ 
   ②走幅跳 １ｍ、２ｍ 
（５）視覚部門の区分２５に属する者の走幅跳は、踏切線を示す明確な標識を用意しなけれ

ばならない。 
（６）視覚部門の走幅跳のみ、助走方向や踏切地点を知らせるために声や音響による援助は

認められる。 
（７）視覚障がい者・知的障がい者・精神障がい者の走幅跳において、踏切板は設けるが、

記録は踏切位置からの実測とする。 
（８）走高跳のバーの高さは１００㎝から始め、２㎝ずつ上げる。 
 
【投てき競技】 
（１）各競技者は３回までの試技ができることとし、練習は２回とする。なお車椅子使用者

については、原則として３回連続で投げるものとする。車椅子使用者以外の投てきに
おいても、運営上３回連続した方がよいと判断した場合には連投しても差し支えない。 

（２）ビーンバッグ投げは、次のとおり行う。 
   ①使用するビーンバッグの構造は次のとおりとする。 
    ａ．材料：１２㎝×１２㎝の布などの袋に、よく乾燥した大豆等を入れたもの 
    ｂ．重量：１５０ｇ 
    ｃ．製造誤差：１０％以内 
   ②原則として円盤投げのサークルを使用し、有効試技は９０度の角度をなすラインの

内側に落下したものとする。 
   ③ビーンバッグを足に乗せてけり出すことなども含め、投げ方は自由である。 
（３）ソフトボール投げは、やり投げの規則に準じて行うが投げ方は自由である。 
    ※使用球は以下のとおりとする。 
     ・１２歳以下は（公財）ソフトボール協会検定球１号ボール（ゴム球） 
     ・１３歳以上は       〃       ３号ボール（ゴム球） 
（４）ジャベリックスローは、やり投げの規則に準じ、握りの部分を握り、肩または投げる

方の腕の上で投げ、振り回したりしてはならないものとする。 
 



（５）砲丸の重量は、次の通りとする（単位：㎏） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（６）キックボールは、次のとおり行う。（出場可能区分…知的障がい者、精神障がい者） 

①原則として、キックしたボールが一度空中に上がり、落下した地点の距離を測定す
る。 

②助走距離は３ｍ以内とする。（助走しなくてもよい。） 
③ボールを蹴った後、ラインを踏んだり越えたりしてもファールとはならない。 
④使用球は、ドッジボール（ゴム製ミカサ２号球）とする。 

（７）視覚障がい者は、投てき方向を知らせるために試技に入る前に限り声や音響による援
助は認められる。 

 

   男子 女子 
  ３９歳 

以下 
４０歳 
以上 

３９歳 
以下 

３９歳 
以上  区分

番号 障害区分 

肢体不自由 

１ 
手部切断 
片前腕切断または、片上肢不完全 
片上腕切断または、片上肢完全 

４ ２.７２１ 

４ 片下腿切断または、片下肢不完全 
５ 片大腿切断または、片下肢完全 
６ 両下腿切断 

７ 片下腿および片大腿切断 
両下肢不完全 

８ 両大腿切断または、両下肢完全 
９ 体幹 
１２ 第８頚髄まで残存 ２.７２１ 
１３ 下肢麻痺で座位バランスなし 

４ ２.７２１ １４ 下肢麻痺で座位バランスあり 
１５ その他の車いす 
１９ 上肢で車いす使用 

２.７２１ ２０ その他走不能 
２１ 上肢に不随意運動を伴う走可能 
２２ その他走可能 

視覚障がい ２４ 視力０から０.０１まで 

４ ２.７２１ 

２５ その他の視覚障がい 
聴覚障がい、
平行機能障
がい、音声言
語・そしゃく
機能障がい 

２６ 聴覚障がい 
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1
手部切断
片前腕切断または、片上肢不完全
片上腕切断または、片上肢完全

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2 両前腕切断または、片前腕および片
上腕切断、両上肢不完全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎

3 両上腕切断または、両上肢完
全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎

4 片下腿切断または、片下肢不
完全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

5 片大腿切断または、片下肢完
全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

6 両下腿切断 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 片下腿および片大腿切断

両下肢不完全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 両大腿切断または、両下肢完

全 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
体幹 9 体幹 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10 第6頚髄まで残存 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
11 第7頚髄まで残存 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
12 第8頚髄まで残存 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
13 下肢麻痺で座位バランスなし ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
14 下肢麻痺で座位バランスあり ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
15 その他の車いす     ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
16 四肢麻痺で車いす使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
17 けって移動 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
18 片上下肢で車いす使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
19 上肢で車いす使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
20 その他走不能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
21 上肢に不随意運動を伴う走可能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
22 その他走可能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4 23 電動車いす常用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
24 視力０から０．０１まで ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
25 その他の視覚障がい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

26 聴覚障がい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

27 知的障がい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △
28 ぼうこう又は直腸機能障がい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
29 精神障がい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

※表中の「障がい区分」の欄に記載のある不完全とは、上肢または下肢の３大関節（肩・肘・手関節、または股・膝・足関節）のうち、
　１または２関節に機能障害があるものをいう。

※４×１００ｍリレーは男女混合とする。
※５０ｍで使用する車いすは日常生活用とする。
※            は全国障害者スポーツ大会種目には含まれない。
※視力は矯正後の良い方の視力で判定する。

聴覚・平衡機能障がい、音
声言語・そしゃく機能障が
い

3

脳
原
性
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痺
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外
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車
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す
常
用
・
使
用

2

知的障がい

精神障がい

◎

内部障がい

◎

陸上競技種目 障がい区分表

投てき
個人競技

△

4
×
1
0
0
m
ﾘ
ﾚｰ

◎男女別・年齢区分別　　△男女混合・年齢区分なし　　▲男女別・年齢区分なし

競走 跳躍

◎

下肢
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◎

◎

◎

1

脳
原
性
麻
痺

（

脳
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◎

視覚障がい

◎

◎


